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は
じ
め
に

中
国
河
南
省
安
陽
市
の
霊
泉
寺
は
東
魏
・
武
定
四
年
（
五
四
六
）
に
道
憑
（
四

八
八
〜
五
五
九
）
が
創
建
し
た
宝
山
寺
を
前
身
と
し
、
北
斉
時
代
に
は
そ
の
弟

子
の
霊
裕
（
五
一
八
〜
六
〇
五
）
が
経
営
と
拡
充
に
つ
と
め
た
。
霊
裕
に
深
く

帰
依
し
た
隋
の
文
帝
は
「
霊
泉
寺
」
の
寺
額
と
援
助
を
賜
り
、
唐
代
に
お
い
て

も
相
州
（
河
南
省
安
陽
市
一
帯
）
の
主
要
な
仏
寺
と
し
て
存
続
し
た
。

寺
域
の
山
内
に
は
道
憑
に
よ
る
大
留
聖
窟
や
霊
裕
に
よ
る
大
住
聖
窟
の
ほ
か
、

隋
唐
時
代
の
仏
僧
や
在
俗
仏
教
信
徒
の
墓
塔
と
し
て
開
鑿
さ
れ
た
多
数
の
摩
崖

龕
が
現
存
す
る
（
以
下
、
霊
泉
寺
塔
林
。
図
１
）
1
（

）。
墓
塔
龕
は
霊
泉
寺
西
側
の

宝
山
東
南
麓
（
以
下
、
宝
山
区
）
や
、
東
側
の
嵐
峰
山
西
麓
お
よ
び
東
北
の
馬

鞍
山
東
南
麓
（
以
下
、
嵐
峰
山
区
）
に
分
布
し
、
龕
内
に
故
人
の
肖
像
、
す
な

わ
ち
遺
影
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

筆
者
は
前
稿
に
て
、
霊
泉
寺
塔
林
の
墓
塔
龕
内
に
遺
影
と
し
て
彫
出
さ
れ
た

仏
僧
像
の
多
く
が
凭
几
（
脇
息
、
肘
掛
）
と
称
さ
れ
る
器
物
を
と
も
な
う
こ
と

に
注
目
し
、「
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
」
の
系
譜
や
そ
の
表
象
を
考
察
し
た
）
2
（

。

こ
う
し
た
図
像
形
式
は
四
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
墓
主
像
、
維
摩
詰
像
、

道
教
像
な
ど
に
み
ら
れ
る
威
儀
を
正
し
た
漢
人
士
大
夫
の
表
象
で
あ
る
「
麈
尾

と
凭
几
を
と
も
な
う
人
物
像
」
の
転
用
と
思
わ
れ
、
仏
僧
の
肖
像
、
特
に
遺
影

の
定
型
表
現
と
し
て
隋
唐
以
前
か
ら
通
行
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
凭
几
に
注
目
し
て
南
北
朝
時
代
の
維
摩
像
と
道
教
像
の
図
像
的
関
連

性
を
考
察
し
た
齋
藤
龍
一
氏
は
、
霊
泉
寺
塔
林
を
は
じ
め
と
す
る
凭
几
を
と
も

な
う
仏
僧
像
の
諸
例
を
挙
げ
、
凭
几
が
僧
の
威
儀
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
と

指
摘
し
て
い
る
）
3
（

。

ま
た
、
前
稿
で
は
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
の
例
と
し
て
大
阪
府
和
泉
市
の

施
福
寺
が
蔵
す
る
天
台
大
師
像
を
挙
げ
た
が
、
宋
代
の
仏
教
儀
礼
に
お
け
る
祖

師
像
の
意
義
を
論
じ
た
西
谷
功
氏
は
、
京
都
市
・
本
圀
寺
蔵
の
天
台
大
師
像
に

言
及
し
て
い
る
）
4
（

。
施
福
寺
本
と
同
形
式
の
本
圀
寺
本
は
一
三
世
紀
の
中
国
江
南

地
域
で
の
制
作
と
さ
れ
）
5
（

、
前
稿
で
は
こ
ち
ら
を
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
っ
た
。

安
陽
霊
泉
寺
塔
林
の
墓
塔
龕
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
仏
僧
の
遺
影
の
考
察稲
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本
図
の
智
顗
（
五
三
八
〜
五
九
七
）
に
講
経
や
儀
礼
に
臨
む
姿
を
想
定
す
る

西
谷
氏
は
、
同
様
の
図
像
が
規
範
性
を
と
も
な
っ
て
当
時
の
江
南
地
域
や
日
本

に
流
布
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
南
宋
で
実
践
さ
れ
た
『
智
者
大
師
斎
忌

礼
讃
文
』
に
基
づ
く
儀
礼
の
本
尊
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
。

凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
の
表
象
や
図
像
の
系
譜
は
引
き
続
き
論
究
の
余
地

を
有
す
る
が
、
こ
う
し
た
考
察
を
通
じ
、
筆
者
は
霊
泉
寺
塔
林
を
手
が
か
り
と

し
て
中
国
に
お
け
る
仏
僧
の
肖
像
制
作
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
の
示
唆
を
得
た
。

先
述
の
と
お
り
霊
泉
寺
塔
林
の
墓
塔
龕
の
特
徴
は
故
人
の
遺
影
を
と
も
な
う

点
に
あ
る
が
、
中
国
に
お
け
る
仏
僧
の
肖
像
は
し
ば
し
ば
そ
の
墓
葬
と
深
く
関

わ
っ
て
い
た
。
南
北
朝
〜
隋
唐
時
代
に
は
仏
僧
の
墓
塔
に
遺
影
が
制
作
・
安
置

さ
れ
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
亡
僧
の
遺
体
を
布
漆
で
覆
い
固
め
た
加

漆
肉
身
像
や
、
そ
の
火
葬
骨
を
用
い
た
遺
灰
像
も
制
作
さ
れ
た
）
6
（

。
隋
唐
時
代
の

遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
龕
が
多
数
現
存
す
る
霊
泉
寺
塔
林
は
、
当
時
の
仏
僧
の

肖
像
と
墓
葬
の
関
係
を
示
す
実
例
と
し
て
、
重
視
す
べ
き
遺
構
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
霊
泉
寺
塔
林
の
諸
例
が
中
国
に
お
け
る
仏
僧
の
肖
像
と

墓
葬
の
関
係
史
に
占
め
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
そ
の
初
歩
的
な
考

察
を
試
み
る
。
ま
ず
霊
泉
寺
塔
林
の
墓
塔
龕
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
亡
僧
の
遺
影
を

概
観
し
た
の
ち
、
墓
塔
龕
に
付
さ
れ
た
銘
文
と
実
際
の
像
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、

諸
像
の
肖
像
性
や
そ
こ
に
亡
僧
の
ど
の
よ
う
な
姿
が
表
象
さ
れ
て
い
た
か
と
い

う
制
作
原
理
に
関
わ
る
問
題
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
遺
影
と
感
応
思

想
の
関
わ
り
や
、
諸
像
が
亡
僧
の
理
想
化
さ
れ
た
臨
終
時
の
姿
の
表
象
で
あ
っ

図１　霊泉寺塔林　嵐峰山区34～37号龕
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た
可
能
性
を
示
し
た
い
。

な
お
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
Ｌ
・
ア
ダ
メ
ク
（
韋
聞
笛
）
氏
）
7
（

や
孫
雯
氏
）
8
（

は
、
霊
泉

寺
塔
林
に
お
い
て
墓
塔
龕
、
遺
影
、
銘
文
を
通
じ
て
可
視
化
さ
れ
た
、
当
地
の

僧
尼
お
よ
び
在
俗
信
徒
と
、
故
人
と
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。
両
氏
は
遺
影

の
機
能
や
表
象
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
本
稿
の
論
点
と
も
重
な
る
た
め
、

適
宜
言
及
し
た
い
。
ま
た
、
今
回
は
仏
僧
の
墓
葬
と
遺
影
の
関
係
を
取
り
上
げ

る
た
め
、
霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
在
俗
信
徒
の
墓
塔
龕
は
考
察
対
象
と
し
な
い
。

一

霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
仏
僧
の
墓
塔
龕
と
遺
影

霊
泉
寺
塔
林
に
は
二
〇
〇
を
超
え
る
摩
崖
龕
が
現
存
す
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど

を
占
め
る
隋
唐
時
代
の
墓
塔
龕
の
う
ち
、
七
八
龕
が
紀
年
銘
を
有
す
る
。
内
訳

は
隋
の
開
皇
・
仁
寿
年
間
（
五
八
一
〜
六
〇
四
）
が
六
件
、
唐
の
貞
観
年
間
（
六

二
七
〜
六
四
九
）
が
二
四
件
、
永
徽
年
間
（
六
五
〇
〜
六
五
五
）
が
一
五
件
、

顕
慶
年
間
（
六
五
六
〜
六
六
一
）
が
一
一
件
、
龍
朔
〜
長
安
年
間
（
六
六
一
〜

七
〇
四
）
が
一
六
件
、
開
元
・
天
宝
年
間
（
七
一
三
〜
七
五
六
）
が
七
件
と
、

初
唐
の
貞
観
〜
顕
慶
年
間
の
約
三
〇
年
間
が
最
も
多
い
）
9
（

。

墓
塔
龕
の
外
観
は
相
輪
と
覆
鉢
を
と
も
な
う
単
層
な
い
し
重
層
の
仏
塔
を
か

た
ど
っ
た
塔
形
龕
（
図
１
）、
瓦
葺
屋
根
の
単
層
木
造
建
築
を
か
た
ど
っ
た
屋

形
龕
（
図
18
）、
尖
拱
形
の
龕
口
部
を
開
く
の
み
の
尖
拱
龕
の
三
種
に
大
別
さ

れ
る
が
、
い
ず
れ
の
型
式
に
お
い
て
も
題
記
に
「
塔
」
の
語
を
含
む
例
が
確
認

さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
龕
は
外
観
に
か
か
わ
ら
ず
塔
と
い
う
意
識
の
も

と
に
開
鑿
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
）
10
（

。

諸
龕
の
内
部
に
は
僧
形
な
い
し
俗
人
形
の
人
物
像
が
彫
出
さ
れ
て
お
り
（
本

稿
で
は
仏
僧
像
、
俗
人
像
と
呼
称
）、
こ
う
し
た
例
は
か
つ
て
像
が
存
在
し
た

と
思
し
き
も
の
も
含
め
て
一
六
九
龕
（
宝
山
区
八
三
龕
、
嵐
峰
山
区
八
六
龕
）

確
認
で
き
る
）
11
（

。
龕
の
型
式
と
人
物
像
の
組
み
合
わ
せ
で
は
塔
形
龕
に
仏
僧
像
を

あ
ら
わ
す
例
が
最
多
だ
が
、
塔
形
龕
に
俗
人
像
を
、
あ
る
い
は
屋
形
龕
に
仏
僧

像
を
あ
ら
わ
す
例
（
図
18
）
も
あ
り
、
龕
の
型
式
と
龕
内
の
人
物
像
の
種
別
に

厳
密
な
対
応
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
諸
龕
は
「
灰
身
塔
」、「
砕
身
塔
」、「
散
身
塔
」、「
支
提
塔
」、「
供

養
塔
」、「
霊
塔
」、「
影
塔
」、「
像
塔
」
な
ど
の
題
記
や
銘
文
を
と
も
な
い
、
そ

の
内
容
か
ら
僧
尼
な
い
し
在
俗
信
徒
の
遺
骨
や
遺
灰
を
納
め
た
墓
塔
と
し
て
開

鑿
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
墓
塔
龕
と
総
称
す
る
。
た
だ
し
、

実
際
の
遺
骨
や
遺
灰
の
埋
納
箇
所
は
判
然
と
せ
ず
、
次
章
（
二
）
に
て
検
討
す

る
。さ

て
、
霊
泉
寺
塔
林
で
は
仏
僧
像
を
と
も
な
う
こ
と
や
銘
文
の
内
容
か
ら
九

〇
龕
（
宝
山
区
五
一
龕
、
嵐
峰
山
区
三
九
龕
）
が
仏
僧
（
比
丘
あ
る
い
は
比
丘

尼
）
の
墓
塔
龕
と
判
明
し
て
い
る
）
12
（

。
被
葬
者
は
大
内
文
雄
氏
が
指
摘
す
る
と
お

り
、
鄴
や
安
陽
を
は
じ
め
相
州
に
地
縁
を
有
す
る
者
が
多
い
）
13
（

。
仏
僧
の
場
合
、

銘
文
中
に
は
彼
ら
の
止
住
先
と
し
て
霊
泉
寺
、
慈
潤
寺
、
光
天
寺
、
聖
道
寺
、

大
雲
寺
、
大
慈
寺
な
ど
相
州
一
帯
の
仏
寺
の
名
が
み
え
、
霊
泉
寺
域
の
山
内
が

当
地
の
共
同
墓
地
と
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
題
記
や
銘
文

に
よ
る
限
り
墓
塔
龕
の
大
半
は
弟
子
の
僧
尼
が
亡
師
の
た
め
に
開
鑿
し
た
も
の
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で
、
開
鑿
に
お
い
て
在
俗
者
が
主
体
と
な
っ
た
、

あ
る
い
は
僧
尼
に
協
力
し
た
例
は
相
対
的
に
少

な
い
。

龕
内
の
仏
僧
像
は
い
ず
れ
も
正
面
向
き
の
坐

形
で
、
高
肉
彫
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。

像
は
し
ば
し
ば
床
座
に
坐
す
ほ
か
、
前
稿
で
論

じ
た
と
お
り
大
半
が
前
面
に
三
足
の
凭
几
を
と

も
な
い
（
図
３
〜
６
、
15
〜
18
）、
何
ら
か
の

持
物
を
執
っ
て
い
た
痕
跡
が
確
認
で
き
る
も
の

も
あ
る
ほ
か
（
図
15
）、数
珠
を
執
る
例
（
図
４
）、

合
掌
す
る
例
（
図
19
）、
あ
る
い
は
禅
定
相
を

示
す
例
（
図
20
）
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
像
高
は

三
〇
〜
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
と
総
じ
て

小
ぶ
り
だ
が
、
僧
衣
に
鉤
紐
や
細
か
い
衣
文
線

を
表
現
し
た
例
も
み
ら
れ
る
（
図
２
、
３
）。

こ
れ
ら
の
仏
僧
像
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
墓
塔
龕
に
付
さ
れ
た
銘
文

か
ら
、
亡
僧
の
遺
影
と
知
ら
れ
る
）
15
（

。

﹇
銘
文
一
﹈
霊
琛
禅
師
灰
身
塔

現
所
在
不
明
（
か
つ
て
善
応
山
に
存
在
）

　
　
　
　
　

題

記
：
な
し

　
　
　
　
　

遷

化
：
貞
観
二
年
（
六
二
八
）
三
月
六
日
（
七
五
歳
）

　
　
　
　
　

起

塔
：
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
四
月
一
五
日

…
…
於
慈
潤
寺
所
、
結
跏
端
儼
、
泯
然
遷
化
。
禪
師
亡
日
。
自
足
冷
先
頂

臑
後
歇
。
經
云
有
此
相
者
。
尅
□
生
勝
處
。
又
康
存
遺
囑
、
依
經
□
林
血

肉
施
生
。
…
…
送
茲
山
所
、
肌
膏
纔
□
、
闍
維
鏤
塔
。
…
…
乃
爲
銘
曰

…
…
鐫
塔
冩
神
儀
。
□
□
□
□
、
形
名
留
萬
古
、
□
□
□
□
、
劫
盡
乃
應

虧
。
…
…

（
…
…
慈
潤
寺
所
に
於
い
て
、
結
跏
す
る
こ
と
端
儼
に
し
て
、
泯
然
と
し

て
遷
化
す
。
禅
師
の
亡
ぜ
し
日
、
足
よ
り
冷
た
く
先
頂
と
臑
は
後
に
歇や

む
。

経
に
云
う
、
此
の
相
あ
る
者
は
剋
□
勝
処
に
生
ぜ
ん
、
と
。
又
た
康
存
に

図２　宝山区38号龕
ｂ　部分 ａ　外観

図３　霊裕法師灰身塔（宝山区59号龕）貞観６年（632）
ｂ　部分 ａ　外観
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遺
嘱
し
て
、
経
に
依
り
□
林
、
血
肉
は
施
生
せ
よ
、
と
。
…
…
茲
に
山
所

へ
送
り
、
肌
膏
纔
□
、
闍
維
し
塔
を
鏤
る
。
…
…
乃
ち
銘
を
為
り
て
曰
く

…
…
塔
を
鐫
り
神
儀
を
写
す
。
□
□
□
□
、
形
名
は
万
古
に
留
ま
り
、
□

□
□
□
、
劫
尽
く
る
と
も
乃
ち
応
に
虧か

く
べ
し
。
…
…
）

﹇
銘
文
二
﹈
僧
順
禅
師
散
身
塔　
　

嵐
峰
山
区
四
七
号
龕
（
図
４
）

　
　
　
　
　

題

記
：
光
天
寺
故
大
比
丘

僧
順
禪
師
散
身

　
　
　
　
　

遷

化
：
貞
観
一
三
年
（
六
三
九
）
二
月
一
八
日
（
八
五
歳
）

　
　
　
　
　

起

塔
：
貞
観
一
四
年
（
六
四
〇
）
五
月
二
三
日

…
…
卒
於
光
天
寺
。
門
徒
巨
痛
、
五
内
崩
摧
、
有
緣
悲
慕
無
不
感
切
。
廿

二
日
、
送
柩
於
屍
陁
林
所
、
弟
子
等
謹
依
林
塟
之
法
、
収

舎
利
、
建

於
名
山
、
仍
刊
石

形
、
傳
之
於
歴
代
。
…
…

（
…
…
春
秋
八
十
有
五
、
貞
観
十
三
年
二
月
十
八
日
を
以
て
光
天
寺
に
卒

す
。
門
徒
巨
痛
し
、
五
内
崩
摧
し
、
有
縁
の
も
の
悲
慕
し
て
感
切
せ
ざ
る

は
無
し
。〔
同
月
〕
二
十
二
日
、
柩
を
屍
陀
林
所
に
送
り
、
弟
子
等
謹
し

ん
で
林
葬
の
法
に
依
り
、
舎
利
を
収
取
し
、
塔
を
名
山
に
建
て
、
仍
て
石

に
刊き
ざ

み
形
を
図え
が

き
、
之
を
歴
代
に
伝
う
。
…
…
）

﹇
銘
文
三
﹈
慧
静
法
師
霊
塔　
　

嵐
峰
山
区
二
五
号
龕
（
図
５
）

　
　
　
　
　

題

記
：
唐
故
慧
靜
法
師
靈
塔
之
銘

　
　
　
　
　

遷

化
：
貞
観
一
五
年
（
六
四
一
）
四
月
二
三
日
（
六
九
歳
）

　
　
　
　
　

起

塔
：
不
明

…
…
卆
於
寺

。
弟
子
法
演
、
早
蒙
訓
誘
、
幸
得
立
身
。
陟
岵
銜
恩
、
展

申
誠

。
闍
維
碎
骨
、
遷
奉
霊
灰
、
鑿
鏤

楹
、
圖
形
起

、
銘
諸
景
行
、

此
雕
鐫
、
盛
徳
徽
猷
、
庶
傳
不
朽
。
其
銘
曰
…
…
孝
誠
追
感

圖
形
畫

像

顗
覲
神
儀

時
申
敬
□
。
…
…

（
…
…
寺
所
に
卒
す
。
弟
子
法
演
、
早
に
訓
誘
を
蒙
り
、
幸
い
に
立
身
を

得
た
り
。
岵や
ま

に
陟の
ぼ

り
恩
を
銜ふ
く

み
、
誠
孝
を
展
申
す
。
闍
維
し
砕
骨
し
、
遷

し
て
霊
灰
を
奉
じ
、
山
楹
に
鑿
ち
鏤
り
、
形
を
図
き
て
塔
を
起
て
、
諸
も

図４　僧順禅師散身塔（嵐峰山区47号龕）



831（280）

ろ
の
景
行
を
銘
し
、
此
の
彫
鐫
に
寄
せ
、
盛
徳
と
徽
猷
と
、
庶
く
は
不
朽

に
伝
え
ん
。
其
の
銘
に
曰
く
…
…
孝
誠
追
感
し
、
形
を
図
き
像
を
画
き
、

顗つ
つ
しん

で
神
儀
に
覲ま
み

え
、
時
に
敬
□
を
申
ぶ
。
…
…
）

﹇
銘
文
四
﹈
普
相
法
師
灰
身
塔　
　

嵐
峰
山
区
四
五
号
龕
（
図
６
）

　
　
　
　
　

題

記
：
光
天
寺
大
比
丘

普
相
法
師
灰
身

　
　
　
　
　

遷

化
：
貞
観
一
七
年
（
六
四
三
）
八
月
四
日
（
七
八
歳
）

　
　
　
　
　

起

塔
：
貞
観
一
八
年
（
六
四
四
）
一
一
月
一
五
日

…
…
遷
神
於
光
天
寺

。
弟
子
等
哀
慧
日
之
潛
睴
、
痛
慈
燈
之
永
滅
、
乃

依
經
上
葬
収
其
舍
利
。
…
…
…
於
此
名
山
、
鐫
髙
崖
而
起

、
冩
神
儀
於

龕
内
、
録
行
徳
於
庿
側
。
覬
劫
盡
山
灰
、
形
名
久
嗣
。
…
…

（
…
…
光
天
寺
所
に
遷
神
す
。
弟
子
等
慧
日
の
睴
き
を
潜
む
る
を
哀
し
み
、

慈
燈
の
永
え
に
滅
ゆ
る
を
痛
み
、
乃
ち
経
に
依
り
上
葬
し
て
、
其
の
舎
利

を
収
む
。
…
…
此
の
名
山
に
お
い
て
、
髙
崖
を
鐫
ち
塔
を
起
て
、
神
儀
を

龕
内
に
写
し
、
行
徳
を
廟
側
に
録
す
。
覬ね
が
わく

ば
劫
山
灰
に
尽
く
る
と
も
、

形
名
久
し
く
嗣
が
れ
ん
こ
と
を
。
…
…
）

﹇
銘
文
五
﹈
瞻
法
師
影
塔　
　

宝
山
区
一
〇
六
号
龕
（
図
７
）

　
　
　
　
　

題

記
：
大
唐
願
力
寺
故
瞻
法
師
影

之
銘
并
序

　
　

　
　
　
　
　

遷

化
：
垂
拱
二
年
（
六
八
六
）
四
月
一
二
日
（
四
三
歳
）

　
　
　
　
　

起

塔
：
天
授
二
年
（
六
九
一
）
四
月
八
日

…
…
端
拱
蛻
生
。
…
…
□
□
□
□
□
□
□
十
人
等
、
追
慕
教
縁
、
…
…
於

相
州
城
西
五
十
里
寶
山
別
谷
、
敬
焚
靈
骨
、
起

供
養
、
式
圖
影
像
、
遂

勒
銘
□
…
…

（
…
…
端
拱
し
蛻
生
す
。
…
…
□
□
□
□
□
□
□
十
人
等
、
教
縁
を
追
慕

図５　慧静法師霊塔（嵐峰山区25号龕）

図６　普相法師灰身塔
（嵐峰山区45号龕）
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し
、
…
…
相
州
城
西
五
十
里
宝
山
の
別
谷
に
お
い
て
、
敬
し
ん
で
霊
骨
を

焚
き
、
塔
を
起
て
供
養
し
、
式つ
つ

し
ん
で
影
像
を
図
き
、
遂
に
銘
を
勒
み
て

□
…
…
）

﹇
銘
文
六
﹈
霊
慧
法
師
影
塔　
　

宝
山
区
一
〇
九
号
龕
（
図
８
）

　
　
　
　
　

題

記
：
大
唐
相
州
安
陽
縣
大
雲
寺
故
大
徳
靈
慧
法
師
影
塔
之

銘
并序

　
　
　
　
　

遷

化
：
開
元
四
年
（
七
一
六
）
六
月
二
六
日
（
四
九
歳
）

　
　
　
　
　

起

塔
：
開
元
五
年
（
七
一
七
）
三
月
二
三
日

…
…
於
汾
州
平
遙
縣
福
聚
寺
、
端
拱

生
、
奄
然
遷
識
。
有
姪
男
慈
潤
寺

僧
玄
晞
。
斯
乃
不
憚
艱
𨐌
、
遂
渉
山
途
、
由
哀
展
孝
、
闍
毗
事
畢
、
取
骨

歸
郷
。
門
徒
与
姪
同
寺
僧
圓
滿
等
師
資
義
重
、
擧
慕
弥

。
思
出
世
之
因

深
、
想
入
道
之
縁
厚
、
傍
求
良
匠
、
遠
訪
丹
靑
、
遂
於
州
西
南
五
十
里
霊

泉
寺
西
南
懸
壁
山
南
西
之
陽
、
敬
想
霊
儀
、
雕
□
□
□
□
□
。
…
…

（
…
…
汾
州
平
遙
県
の
福
聚
寺
に
お
い
て
、
端
拱
し
て
厭
生
し
、
奄
然
と

し
て
遷
識
す
。
姪
男
な
る
慈
潤
寺
の
僧
玄
晞
あ
り
。
斯
に
乃
ち
艱
辛
を
憚

ら
ず
し
て
、
遂
に
山
途
を
渉
り
、
哀
し
み
に
由
り
孝
を
展
べ
、
闍
毗
の
事

畢
り
、
骨
を
取
り
て
郷
に
帰
る
。
門
徒
は
姪
な
る
同
寺
の
僧
円
満
等
と
師

資
の
義
重
く
、
挙こ
ぞ

り
て
慕
う
こ
と
弥
い
よ
殷さ
か
んな

り
。
出
世
の
因
深
き
を
思

い
、
入
道
の
縁
厚
き
を
想
い
、
傍ち
か

き
は
良
匠
を
求
め
、
遠
き
は
丹
青
を
訪

ね
、
遂
に
州
の
西
南
五
十
里
、
霊
泉
寺
の
西
南
、
懸
壁
山
南
西
の
陽
に
お

い
て
、
敬
ん
で
霊
儀
を
想
い
、
彫
□
□
□
□
□
。
…
…
）

﹇
銘
文
七
﹈
俗
姓
張
法
師
塔　
　

宝
山
区
一
一
〇
号
龕
（
図
９
）

　
　
　
　
　

題

記
：
な
し

　
　
　
　
　

遷

化
：
開
元
一
一
年
（
七
二
三
）
一
二
月
一
七
日
（
六
二
歳
）

図７　瞻法師影塔（宝山区106号龕）

図８　霊慧法師影塔（宝山区109号龕）
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起

塔
：
開
元
一
三
年
（
七
二
四
）
□
月
二
〇
日

…
…
□
從
遷
化
。
…
…
門
等
攀
慕
無
追
。
…
…
於
靈
泉
寺
西
懸
壁
山
…
…

有
門
人
之
報
徳
、
圖
儀
像
於
山
陽
。
…
…

（
…
…
□
従
遷
化
す
。
…
…
門
等
攀よ

り
て
慕
う
も
追
う
な
し
。
…
…
霊
泉

寺
の
西
の
懸
壁
山
に
お
い
て
…
…
門
人
の
報
徳
あ
り
、
儀
像
を
山
陽
に
図

く
。
…
…
）

こ
こ
に
挙
げ
た
銘
文
諸
例
を
と
も
な
う
墓
塔
龕
の
仏
僧
像
は
、
残
念
な
が
ら

い
ず
れ
も
完
形
で
は
現
存
し
な
い
。
ま
た
、﹇
銘
文
一
﹈
は
『
安
陽
県
金
石
録
』

巻
三
、『
八
瓊
室
金
石
補
正
』
巻
二
九
に
載
録
さ
れ
、
現
所
在
は
不
明
な
が
ら

霊
泉
寺
に
ほ
ど
近
い
、
小
南
海
石
窟
を
擁
す
る
善
応
山
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。

「
鏤
塔
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
本
銘
文
は
霊
泉
寺
塔
林
と
同
様
の
摩
崖
墓
塔
龕
に

付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
こ
う
し
た
龕
が
霊
泉
寺
以
外
に
も
存
在
し
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。

右
の
う
ち
「
刊
石
図
形
」（
銘
文
二
）、「
図
形
起
塔
」（
銘
文
三
）、「
図
影
像
」

（
銘
文
五
）、「
図
儀
像
」（
銘
文
七
）
と
い
っ
た
文
言
は
龕
内
の
仏
僧
像
が
亡
僧

の
肖
像
、
つ
ま
り
遺
影
と
し
て
彫
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。﹇
銘
文
五
、

六
﹈
の
題
記
に
「
影
塔
」
と
あ
る
の
も
、
龕
が
遺
影
を
と
も
な
う
こ
と
に
因
る

の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
遺
影
が
亡
僧
の
ど
の
よ
う
な
姿
の
表
象
で
あ
っ
た
か
と

い
う
問
題
は
第
三
章
（
二
）
で
論
じ
る
。

な
お
、
銘
文
中
に
は
墓
塔
龕
開
鑿
の
契
機
や
目
的
と
し
て
、
亡
僧
の
教
縁
の

追
慕
、
そ
の
徳
行
の
顕
彰
と
伝
世
、
弟
子
や
門
徒
ら
の
報
徳
な
ど
が
表
明
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
法
苑
珠
林
』
巻
三
七
敬
塔
篇
興
造
部
に
、

安
塔
有
其
三
意
。
一
表
人
勝
。
二
令
他
信
。
三
為
報
恩
。
若
是
凡
夫
比
丘

有
徳
望
者
亦
得
起
塔
。
余
者
不
合
）
16
（

。

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
塔
建
立
の
目
的
や
意
義
と
お
お
む
ね
合
致
す
る
。
こ

こ
に
い
う
「
塔
」
は
仏
塔
も
墓
塔
も
含
む
塔
全
般
を
指
し
て
お
り
、
徳
望
の
あ

る
比
丘
や
凡
夫
の
た
め
の
起
塔
は
許
容
さ
れ
る
と
あ
る
が
、
霊
泉
寺
塔
林
に
も

仏
僧
と
在
俗
信
徒
の
墓
塔
龕
が
共
に
み
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
仏
僧
の
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
が
建
立
さ
れ
た
事
例
は
文
献
史

料
に
徴
す
る
限
り
北
魏
・
平
城
時
代
の
恵
始
）
17
（

（
？
〜
四
三
五
）
が
早
く
、
唐
代

に
は
曇
蔵
）
18
（

（
五
六
七
〜
六
三
五
）、
道
宣
）
19
（

（
五
九
六
〜
六
六
七
）、
僧
伽
）
20
（

（
六
二

八
〜
七
一
〇
）、
慧
能
）
21
（

（
六
三
八
〜
七
一
三
）、
金
剛
智
）
22
（

（
六
七
一
〜
七
四
一
）、

法
欽
）
23
（

（
七
〇
一
〜
七
七
三
）、
不
空
）
24
（

（
七
〇
五
〜
七
七
四
）
ら
の
例
が
知
ら
れ
る
。

霊
泉
寺
塔
林
の
墓
塔
龕
の
諸
例
も
、
こ
う
し
た
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
を
摩
崖

図９　俗姓張法師塔（宝山区110号龕）
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龕
と
し
て
模
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

霊
泉
寺
に
も
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
が
実
際
の
建
築
と
し
て
建
立
さ
れ
た
こ

と
を
う
か
が
え
る
遺
構
に
、
玄
林
禅
師
塔
が
あ
る
（
図
10
ａ
）。
本
塔
は
現
存

し
な
い
が
、
大
正
時
代
に
現
地
を
踏
査
し
た
常
盤
大
定
の
報
告
）
25
（

に
よ
れ
ば
か
つ

て
霊
泉
寺
境
内
西
北
隅
の
高
処
に
存
在
し
、
平
面
を
方
形
と
す
る
二
層
の
磚
塔

の
内
部
に
玄
林
の
「
石
像
」
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
図
10
ｂ
）。
塔
前

に
立
碑
さ
れ
て
い
た
「
唐
故
霊
泉
寺
玄
林
禅
師
神
道
碑
）
26
（

」
は
本
塔
が
霊
泉
寺
に

止
住
し
た
玄
林
（
六
五
六
頃
〜
七
四
六
）
の
墓
塔
で
、
天
宝
八
載
（
七
四
九
）

の
建
立
と
伝
え
る
。

写
真
に
よ
る
限
り
玄
林
像
は
等
身
大
と
思
し
く
、
台
座
の
上
に
趺
坐
し
、
顔

貌
は
吊
り
目
が
ち
で
瞑
目
し
て
い
る
。
拱
手
し
て
お
り
印
相
は
確
認
で
き
な
い

が
、
禅
定
相
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
初
か
後
補
か
は
判

断
で
き
な
い
も
の
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
た
。

北
宋
・
紹
聖
元
年
（
一
〇
九
四
）
の
「
宝

山
霊
泉
寺
伝
法
高
僧
霊
裕
法
師
伝
并
序
）
27
（

」

に
は
当
時
霊
泉
寺
に
「
玄
林
塔
像
」
が
存

在
し
た
と
あ
り
、
塔
内
へ
の
像
安
置
は
こ

の
頃
ま
で
遡
る
。
常
盤
が
唐
代
の
建
築
様

式
を
示
す
と
す
る
本
塔
は
二
〇
世
紀
初
頭

時
点
で
建
立
当
初
の
様
相
を
維
持
し
て
い

た
よ
う
だ
が
、
玄
林
の
石
像
は
当
初
の
も

の
か
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
後

修
に
よ
る
と
し
て
も
当
初
像
の
像
容
を
踏
襲
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
ほ
か
、
霊
泉
寺
に
は
北
斉
時
代
の
作
と
さ
れ
る
単
層
の
石
塔
が
二
基
現

存
す
る
。
う
ち
一
基
は
北
斉
・
河
清
二
年
（
五
六
三
）
の
紀
年
銘
と
「
寶
山
寺

大
論
師

憑
法
師
焼
身
塔
」
と
い
う
題
記
を
と
も
な
い
、
霊
泉
寺
の
前
身
、
宝

山
寺
を
創
建
し
た
道
憑
の
墓
塔
で
あ
る
（
図
11
）。
も
う
一
基
も
同
様
の
墓
塔

だ
ろ
う
。
両
塔
と
も
塔
身
正
面
に
は
円
拱
龕
が
設
け
ら
れ
現
在
内
部
は
空
洞
だ

が
、
か
つ
て
は
何
ら
か
の
尊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
遺

影
と
し
て
の
仏
僧
像
と
す
れ
ば
、
霊
泉
寺
に
お
け
る
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
の

建
立
は
北
斉
ま
で
遡
り
、
唐
代
に
至
る
ま
で
連
綿
と
継
続
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

ａ　外観

図10　玄林禅師塔
ｂ　塔内の玄林像
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二

霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
葬
法
お
よ
び

　
　
遺
骨
・
遺
灰
の
埋
納
箇
所
の
問
題

続
い
て
、
霊
泉
寺
塔
林
の
仏
僧
の
遺
影
に
関
す
る
考
察
に
先
立
ち
、
墓
塔
龕

を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
に
触
れ
て
お
く
。

（
一
）
亡
僧
の
葬
法
と
三
階
教
の
関
係

ま
ず
、
葬
法
に
つ
い
て
。
前
掲
の
銘
文
諸
例
に
そ
の
内
容
か
ら
知
ら
れ
る
亡

僧
の
遷
化
と
起
塔
の
時
期
を
示
し
た
が
、
両
者
の
間
に
は
短
く
て
約
九
か
月

（
銘
文
六
）、
長
く
て
約
五
年
（
銘
文
五
）、
そ
の
他
は
一
年
程
度
の
開
き
が
み

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
時
間
差
は
仏
僧
の
死
後
、
一
定
期
間
の
林
葬
（
露
屍
）
の

後
に
収
骨
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
火
葬
す
る
と
い
う
葬
法
が

と
ら
れ
た
こ
と
に
因
る
。

た
と
え
ば
、﹇
銘
文
二
﹈
に
は
「
送
柩
於
屍
陀
林
所
、弟
子
等
謹
依
林
葬
之
法
」

と
あ
り
、
僧
順
の
遺
体
は
林
葬
に
付
さ
れ
た
。
ま
た
、﹇
銘
文
一
﹈
に
よ
れ
ば

霊
琛
は
「
経
に
依
り
□
林
、
血
肉
は
施
生
せ
よ
」
と
林
葬
を
遺
言
し
た
が
、
後

に
「
闍
維
」
と
あ
る
こ
と
や
本
銘
文
が
「
灰
身
塔
」
の
題
記
を
と
も
な
う
こ
と

か
ら
、
遺
体
は
林
葬
後
に
火
葬
さ
れ
た
ら
し
い
。
劉
淑
芬
氏
は
﹇
銘
文
四
﹈
も

「
経
に
依
る
上
葬
」
を
記
す
と
共
に
「
灰
身
塔
」
の
題
記
を
と
も
な
う
こ
と
か

ら
林
葬
後
の
火
葬
と
し
、﹇
銘
文
三
﹈
の
「
闍
維
砕
骨
」
も
同
様
と
み
る
）
28
（

。﹇
銘

文
五
﹈
は
「
焚
霊
骨
」
と
あ
り
瞻
法
師
の
火
葬
を
伝
え
る
が
、
遷
化
か
ら
起
塔

ま
で
約
五
年
が
経
過
し
て
お
り
、
や
は
り
林
葬
後
に
火
葬
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
注
意
す
べ
き
は
、
霊
泉
寺
塔
林
と
三
階
教
）
29
（

の
関
係
で
あ
る
。
三
階

教
は
信
行
（
五
四
〇
〜
五
九
四
）
に
よ
る
教
義
と
実
践
を
も
と
に
始
ま
っ
た
一

宗
派
で
、
隋
唐
時
代
に
流
行
し
た
。「
三
階
」
と
は
衆
生
が
い
ま
生
き
て
い
る

時
代
が
正
法
、
像
法
、
末
法
の
う
ち
第
三
階
の
末
法
に
あ
た
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
三
階
教
は
こ
う
し
た
末
法
の
世
で
衆
生
が
悟
り
に
至
る
た
め
の
教
義
と
し

て
確
立
さ
れ
、
そ
の
骨
子
は
自
己
に
対
す
る
認
悪
と
、
他
者
の
如
来
蔵
・
仏
性

に
対
す
る
普
敬
の
実
践
に
あ
っ
た
。

信
行
の
活
動
に
よ
り
三
階
教
は
相
州
一
帯
に
も
根
付
い
て
い
た
が
、
常
盤
大

定
は
大
住
聖
窟
の
刻
経
内
容
と
三
階
教
の
思
想
に
共
通
点
を
指
摘
し
、
信
行
の

末
法
観
や
普
敬
の
思
想
が
霊
裕
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
と
す
る
）
30
（

。
霊
泉

寺
塔
林
に
は
三
階
教
を
奉
じ
た
僧
尼
や
在
俗
信
徒
の
墓
塔
も
含
ま
れ
、
前
掲
銘

文
諸
例
で
は
霊
琛
（
銘
文
一
）
が
信
行
の
直
弟
子
、
僧
順
（
銘
文
二
）
が
三
階

図11　道憑法師焼身塔
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教
の
比
丘
尼
と
判
明
し
て
い
る
）
31
（

。
ま
た
、
劉
氏
は
霊
琛
の
「
経
に
依
る
上
葬
」

を
三
階
教
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
疑
経
『
仏
説
要
行
捨
身
経
』
な
ど
に
基
づ
く

林
葬
と
し
、
同
様
の
葬
法
が
と
ら
れ
た
慧
静
（
銘
文
三
）
と
普
相
（
銘
文
四
）

も
三
階
教
の
僧
尼
と
み
る
）
32
（

。
開
祖
の
信
行
は
死
後
、
長
安
南
郊
の
終
南
山
鵄
鳴

埠
に
林
葬
さ
れ
、
墓
塔
が
建
立
さ
れ
た
。
三
階
教
に
お
け
る
火
葬
の
位
置
づ
け

は
不
明
だ
が
、
信
行
に
な
ら
っ
て
林
葬
さ
れ
た
弟
子
や
信
徒
は
多
く
、
少
な
か

ら
ず
林
葬
は
三
階
教
徒
の
特
徴
と
さ
れ
た
）
33
（

。

す
る
と
、
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
の
建
立
自
体
も
三
階
教
の
影
響
に
よ
る
営

為
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。
そ
も
そ

も
、
林
葬
や
『
要
行
捨
身
経
』
の
重
視
は
必
ず
し
も
三
階
教
特
有
の
現
象
で
は

な
い
。
す
で
に
牧
田
諦
亮
氏
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
）
34
（

、
た
と
え
ば
『
続
高
僧

伝
』
巻
八
釈
曇
延
伝
で
は
、
涅
槃
教
学
を
研
鑽
し
、
隋
文
帝
の
帰
依
も
厚
か
っ

た
曇
延
（
五
一
六
〜
五
八
八
）
が
「
吾
亡
後
、
以
我
此
身
且
施
禽
狩
。
余
骸
依

法
焚
揚
）
35
（

」
と
、
林
葬
後
の
火
葬
を
遺
言
し
て
い
る
。
牧
田
氏
は
、
む
し
ろ
曇
延

が
い
う
「
法
」
の
よ
う
な
何
ら
か
の
理
論
的
根
拠
を
も
と
に
『
要
行
捨
身
経
』

が
成
立
し
た
と
す
る
。
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
に
つ
い
て
も
、
少
な
か
ら
ず
仏

僧
の
場
合
、
霊
泉
寺
塔
林
以
外
の
文
献
史
料
に
み
ら
れ
る
事
例
と
三
階
教
に
不

可
分
の
関
係
は
見
出
せ
な
い
。
あ
く
ま
で
霊
泉
寺
や
相
州
一
帯
に
普
及
し
て
い

た
営
為
が
三
階
教
を
奉
じ
た
僧
尼
の
墓
葬
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
た
と
解
す
る

べ
き
だ
ろ
う
。

（
二
）
遺
骨
・
遺
灰
の
埋
納
箇
所

次
に
、
遺
骨
・
遺
灰
の
埋
納
箇
所
の
問
題
が
あ
る
。
題
記
や
銘
文
に
よ
る
限

り
、
諸
龕
が
故
人
の
骨
灰
を
納
め
た
墓
塔
龕
と
し
て
開
鑿
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
埋
納
箇
所
は
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

常
盤
は
火
葬
後
の
遺
灰
が
龕
処
に
お
い
て
散
じ
ら
れ
実
際
に
骨
灰
は
埋
納
さ
れ

な
か
っ
た
と
し
）
36
（

、
劉
氏
も
骨
灰
を
と
も
な
わ
な
い
紀
念
性
的
墓
塔
、
つ
ま
り
一

種
の
供
養
塔
と
し
て
の
龕
が
一
定
数
存
在
し
た
と
み
る
）
37
（

。

一
方
、
ア
ダ
メ
ク
氏
は
墓
塔
龕
内
の
底
面
に
設
け
ら
れ
た
方
形
の
孔
に
仏
僧

な
い
し
在
俗
信
徒
の
遺
骨
・
遺
灰
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
が
）
38
（

、
そ
の
指
摘

は
簡
略
に
と
ど
ま
る
。
遺
骨
・
遺
灰
と
人
物
像
の
関
係
は
遺
影
の
あ
り
か
た
に

も
大
き
く
関
わ
る
た
め
、
こ
こ
で
ア
ダ
メ
ク
氏
の
説
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

確
か
に
、
人
物
像
が
現
存
し
な
い
龕
に
は
一
様
に
円
拱
龕
内
の
底
面
を
彫
り

く
ぼ
め
た
方
形
孔
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
宝
山
区
五
三
号
龕
内
の
奥
壁
に

は
坐
形
の
人
物
像
が
存
在
し
た
痕
跡
が
あ
り
、
龕
底
に
方
形
孔
が
あ
る
（
図
12
）。

ま
ず
考
え
る
べ
き
は
像
の
逸
失
後
に
方
形
孔
が
設
け
ら
れ
た
可
能
性
だ
が
、
人

物
像
の
現
存
し
な
い
龕
へ
一
様
に
こ
う
し
た
方
形
孔
を
設
け
る
積
極
的
な
目
的

は
見
出
せ
ず
、
供
物
を
献
じ
る
た
め
と
し
て
も
敢
え
て
龕
底
を
彫
り
く
ぼ
め
る

必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
方
形
孔
が
人
為
的
破
壊
に
よ
っ
て
龕
内
の
人
物
像
を
台
座
ご
と
削
り

取
っ
た
結
果
と
す
れ
ば
、
孔
の
奥
側
面
は
奥
壁
お
よ
び
人
物
像
の
痕
跡
と
同
一

面
に
な
る
は
ず
だ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
方
形
孔
は
奥
壁
の
や
や
手
前
に

位
置
す
る
（
図
12
ｂ
）。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
本
龕
で
は
開
鑿
時
に
彫
出
し
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た
人
物
像
を
一
度
台
座
ご
と
切
り
出
し
、
龕
底
に
方
形
孔
を
設
け
て
再
び
安
置

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

宝
山
区
五
五
龕
（
図
13
）
の
方
形
孔
も
龕
内
奥
壁
の
や
や
手
前
に
位
置
す
る

が
、
こ
ち
ら
は
奥
壁
に
人
物
像
の
痕
跡
が
な
い
。
よ
っ
て
、
開
鑿
時
に
円
拱
龕

内
を
丸
ご
と
彫
り
抜
い
て
か
ら
龕
底
に
方
形
孔
を
設
け
、
そ
の
上
に
別
途
丸
彫

り
の
人
物
像
を
安
置
し
た
の
だ
ろ
う
。
宝
山
区
五
七
号
龕
（
図
14
）
で
は
方
形

孔
の
奥
側
と
奥
壁
が
同
一
面
上
に
あ
る
が
、
像
の
背
面
に
当
た
る
べ
き
位
置
に

は
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
。
亀
裂
が
い
つ
の
時
点
で
生
じ
た
か
は
不
明
だ
が
、
奥

壁
に
人
物
像
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
や
は
り
龕
内
を
彫
り
抜
い
て
龕

底
に
方
形
孔
を
設
け
て
か
ら
人
物
像
を
安
置
し
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
よ
り
、
墓
塔
龕
底
の
方
形
孔
は
当
初
か
ら
存
在
し
た
と
み
ら
れ
、
筆
者

も
そ
れ
が
遺
骨
・
遺
灰
を
納
め
る
た
め
の
空
間
で
あ
っ
た
と
す
る
ア
ダ
メ
ク
氏

の
説
に
同
意
す
る
。
つ
ま
り
、
霊
泉
寺
塔
林
で
は
龕
と
人
物
像
が
一
体
に
彫
出

さ
れ
た
例
の
み
な
ら
ず
、
龕
内
に
独
立
し
た
丸
彫
り
の
人
物
像
が
安
置
さ
れ
た

図12　宝山区53号龕
ｂ　方形孔 ａ　外観

図13　宝山区55号龕
ｂ　方形孔 ａ　外観

図14　宝山区57号龕
ｂ　方形孔 ａ　外観
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例
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
遺
影
と
遺
骨
・
遺
灰
の
関
係
性
は
、
禅
僧
の
墓
所
に
そ
の
肖
像
彫

刻
（
頂
相
）
が
安
置
さ
れ
た
日
本
中
世
の
開
山
堂
な
ど
の
事
例
）
39
（

に
も
通
じ
る
。

墓
塔
龕
と
人
物
像
が
一
体
に
彫
出
さ
れ
た
諸
例
に
お
け
る
骨
灰
の
埋
納
箇
所
は

依
然
不
明
だ
が
、
常
盤
や
劉
氏
の
説
の
ほ
か
、
塔
龕
付
近
の
地
中
に
埋
納
さ
れ

た
可
能
性
も
想
定
し
て
お
き
た
い
。

三

霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
仏
僧
の
遺
影
の
肖
像
性
と
表
象

そ
れ
で
は
、
霊
泉
寺
塔
林
の
墓
塔
龕
内
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
仏
僧
像
に
対
し
、

遺
影
と
し
て
の
肖
像
性
は
ど
の
よ
う
に
付
与
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
諸

像
は
亡
僧
の
ど
の
よ
う
な
姿
を
表
象
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
う

し
た
遺
影
制
作
の
原
理
に
つ
い
て
、
実
際
の
像
容
や
前
掲
銘
文
諸
例
の
内
容
を

踏
ま
え
る
と
共
に
、
前
稿
で
論
じ
た
「
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
」
に
も
再
検

討
を
加
え
つ
つ
論
じ
た
い
。

（
一
）
遺
影
に
お
け
る
肖
像
性
と
感
応
思
想

ま
ず
、
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像
が
特
定
個
人
の
表
象
で
あ
る
こ
と
は
何
に

よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た
か
、
す
な
わ
ち
肖
像
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

前
掲
銘
文
諸
例
に
は
「
鐫
塔
写
神
儀
」（
銘
文
一
）、「
写
神
儀
於
龕
内
」（
銘
文

四
）、「
敬
想
霊
儀
彫
…
…
」（
銘
文
六
）
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
遺
影
が
亡
僧
の

「
神
儀
」
な
い
し
「
霊
儀
」
を
あ
ら
わ
そ
う
と
い
う
意
識
の
も
と
に
制
作
さ
れ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
神
儀
、
霊
儀
は
字
義
ど
お
り
解
せ
ば
「
霊
魂
の
す
が

た
」
が
妥
当
だ
ろ
う
か
。
孫
雯
氏
は
こ
の
場
合
の
「
儀
」
が
具
体
的
な
姿
だ
け

で
な
く
尊
師
の
振
る
舞
い
を
も
含
意
し
、
神
儀
や
霊
儀
が
亡
僧
の
精
神
や
仏
法

の
象
徴
で
も
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
）
40
（

。

た
だ
し
、
神
儀
や
霊
儀
は
唐
代
の
墓
誌
に
故
人
の
生
前
の
姿
や
亡
骸
の
美
称

と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
り
、
仏
教
関
係
の
文
献
で
は
僧
の
亡
骸
や
仏
の
す

が
た
の
美
称
と
し
て
も
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
亡
僧

の
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
姿
が
遺
影
と
し
て
表
現
さ
れ
た
か
と
い
う
遺
影
制
作
の

根
幹
と
も
深
く
関
わ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
言
及
す
る
。

前
掲
の
銘
文
諸
例
を
と
も
な
う
墓
塔
龕
内
の
仏
僧
像
は
い
ず
れ
も
完
形
で
は

現
存
し
な
い
が
、
神
儀
や
霊
儀
と
あ
る
以
上
、
遺
影
は
亡
僧
の
姿
を
彷
彿
と
さ

せ
る
何
ら
か
の
要
素
を
含
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
現

存
す
る
他
の
遺
影
の
像
容
に
徴
す
る
限
り
、
そ
れ
が
肖
似
性
や
写
実
性
だ
っ
た

と
は
思
え
な
い
。
顔
貌
が
現
存
す
る
例
（
図
15
〜
18
）
に
は
像
ご
と
に
個
性
が

認
め
ら
れ
る
が
、
総
じ
て
小
ぶ
り
な
諸
像
に
ど
の
程
度
亡
僧
の
顔
貌
を
忠
実
に

再
現
し
得
た
か
は
定
か
で
な
い
。
嵐
峰
山
区
三
四
号
龕
（
図
15
ｂ
）、
六
九
号

龕
（
図
16
ｂ
）、
四
三
号
龕
（
図
18
ｂ
）
を
比
較
す
る
と
、
輪
郭
に
対
し
て
大

き
め
の
目
・
鼻
・
口
、
杏
仁
形
の
目
の
周
囲
に
瞼
縁
を
刻
む
点
、
鼻
翼
と
ほ
ぼ

同
じ
横
幅
の
唇
、
口
元
に
法
令
線
や
人
中
を
あ
ら
わ
し
微
笑
を
示
す
点
な
ど
の

特
徴
は
、
凭
几
を
と
も
な
う
形
式
も
含
め
造
像
様
式
の
定
型
化
の
進
行
を
う
か

が
わ
せ
る
。

玄
林
禅
師
塔
の
玄
林
像
で
は
顔
貌
が
写
実
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
前
章
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（
一
）
に
み
た
よ
う
な
遷
化
か
ら
起
塔
ま
で
の
時
間
差
や
葬
法
も
踏
ま
え
る
な

ら
、
制
作
に
際
し
て
は
粉
本
と
な
る
何
ら
か
の
図
像
に
依
拠
し
た
の
だ
ろ
う
。

﹇
銘
文
六
﹈
に
は
霊
慧
の
墓
塔
龕
の
開
鑿
に
あ
た
り
「
傍
き
は
良
匠
を
求
め
、

遠
き
は
丹
青
を
訪
ね
」
と
あ
り
、
工
匠
の
み
な
ら
ず
画
工
が
携
わ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
墓
塔
龕
に
お
い
て
も
粉
本
に
依
拠
し
た
遺
影
制
作
が
行
な
わ
れ
た

可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
小
ぶ
り
な
仏
僧
像
に
肖
似
性
や
写
実
性
を
追
究
し
得

た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
霊
泉
寺
塔
林
で
は
玄
林
禅
師
塔
の
よ
う
な
実
際
の
墓
塔
に

安
置
さ
れ
た
像
で
な
い
限
り
肖
似
的
・
写
実
的
な
遺
影
の
制
作
は
困
難
で
あ
り
、

観
念
的
・
理
念
的
な
遺
影
も
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
諸
像
が
亡
僧
の
遺
影

で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
た
の
は
肖
似
性
や
写
実
性
で
は
な
く
、
た
と
え
ば

そ
れ
ら
が
亡
僧
の
遺
骨
や
遺
灰
を
実
際
に
と
も
な
う
墓
塔
龕
内
へ
制
作
・
安
置

さ
れ
た
と
い
う
営
為
自
体
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
営
為
と
、
仏
舎
利
奉
安
を
元
来

の
目
的
と
す
る
仏
塔
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
た
り
、
仏
像
の
内
部
に
仏
舎
利
が
納

入
さ
れ
た
事
例
と
の
連
関
も
看
過
し
得
な
い
。

ま
た
、
ア
ダ
メ
ク
氏
は
実
際
の
遺
影
に
肖
似
性
や
写
実
性
が
認
め
ら
れ
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
銘
文
中
に
そ
れ
ら
が
神
儀
や
霊
儀
を
写
し
た
も
の
と
あ
り
、

あ
た
か
も
遺
影
が
精
巧
に
制
作
さ
れ
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の

表
明
自
体
に
、
死
者
を
生
者
と
の
交
感
が
可
能
な
存
在
へ
変
容
さ
せ
る
意
味
合

い
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
解
し
て
い
る
）
41
（

。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
中
国
仏
教
の
感
応
思
想
に
お
け
る
仏
像
と
造
像

銘
の
関
係
）
42
（

で
あ
る
。
造
像
銘
中
に
は
実
際
の
像
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
し
た

図15　聖道寺故大比丘尼大善法師灰身塔
（嵐峰山区34号龕）永徽６年（655）

ｂ　部分 ａ　外観

図16　聖道寺故比丘尼善意灰身支提塔
（嵐峰山区69号龕）乾封元年（666）

ｂ　部分 ａ　外観

図17　聖道寺故比丘尼本行灰身塔
（嵐峰山区72号龕）上元３年（676）

ｂ　部分 ａ　外観

図18　嵐峰山区43号龕
ｂ　部分 ａ　外観
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像
が
い
か
に
仏
の
相
好
を
具
備
し
そ
の
真
容
を
彷
彿
と
さ
せ
る
か
を
謳
っ
た
文

言
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
仏
の
相
好
を
よ
く
具
え
た
仏
像
を
媒
介

と
し
て
こ
そ
感
応
が
生
じ
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
う
倉
本
尚
徳
氏
の
指
摘
が

あ
る
）
43
（

。
衆
生
の
感
（
誠
心
誠
意
の
は
た
ら
き
か
け
）
に
対
し
て
仏
が
何
ら
か
の
応
現

を
示
す
と
い
う
仏
教
の
感
応
思
想
に
お
い
て
は
、
衆
生
が
実
体
の
な
い
法
身
の

仏
に
は
た
ら
き
か
け
る
た
め
の
対
象
と
、
仏
が
衆
生
へ
応
現
す
る
た
め
の
よ
り

ど
こ
ろ
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
両
者
の
媒
介
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の

が
、
仏
の
相
好
を
よ
く
具
え
た
仏
像
で
あ
る
。
相
好
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
は
、

た
と
え
ば
色
身
の
仏
の
身
体
的
特
徴
と
し
て
説
か
れ
た
三
十
二
相
の
よ
う
な
具

体
的
な
型
式
で
あ
っ
た
。
倉
本
氏
は
、
仏
の
真
容
を
彷
彿
と
さ
せ
る
尊
像
制
作

と
い
う
行
為
自
体
も
造
像
者
や
供
養
者
の
仏
に
対
す
る
誠
心
誠
意
の
は
た
ら
き

か
け
に
な
り
得
た
た
め
、
銘
文
中
に
は
彼
ら
が
精
巧
な
仏
像
を
つ
く
ろ
う
と
こ

こ
ろ
が
け
た
態
度
も
記
さ
れ
た
と
す
る
。

こ
の
感
応
思
想
に
お
け
る
仏
像
と
造
像
銘
の
関
係
は
、
ま
さ
に
ア
ダ
メ
ク
氏

が
指
摘
す
る
霊
泉
寺
塔
林
の
遺
影
と
銘
文
の
関
係
に
も
重
な
る
。
霊
泉
寺
塔
林

の
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像
に
は
、
感
応
思
想
に
お
け
る
仏
像
の
あ
り
か
た
を
背

景
に
、亡
僧
の
霊
魂
と
生
者
の
交
感
が
期
待
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。﹇
銘

文
三
﹈
に
は
「
形
を
図
き
像
を
画
き
、
顗
ん
で
神
儀
に
覲
え
、
時
に
敬
□
を
申

ぶ
」
と
あ
り
、
人
々
は
亡
僧
の
墓
前
に
お
い
て
あ
た
か
も
そ
こ
に
神
儀
が
在
す

か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ
も
遺
影
を
介
し
た
感

応
思
想
に
依
拠
し
た
所
作
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
こ
う
し
た
仏
教
的
感
応
思
想
が
中
国
の
伝
統
的
な
画
論
に
影
響
を
与

え
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
）
44
（

。
顧
愷
之
の
「
魏
晋
勝
流
画
讃
」
あ
る
い
は
「
論
画
」

（『
歴
代
名
画
記
』
巻
五
所
収
）
や
、
宗
炳
の
「
画
山
水
序
」（
同
巻
六
所
収
）

な
ど
に
よ
れ
ば
、
対
象
と
相
似
に
制
作
さ
れ
た
絵
画
に
は
対
象
の
神
気
（
本
質
、

個
性
、
精
神
性
）
が
遷
り
、
鑑
賞
者
は
こ
う
し
た
絵
画
を
媒
介
と
し
て
対
象
の

神
気
を
会
得
で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
相
似
と
は
対
象
と
原
寸
大
で
あ
る

こ
と
や
厳
密
な
肖
似
・
写
実
で
は
な
く
、
そ
の
特
徴
を
よ
く
具
え
て
い
る
と
の

意
味
だ
が
、
こ
れ
は
霊
泉
寺
塔
林
の
遺
影
に
お
け
る
肖
像
性
が
必
ず
し
も
肖
似

性
や
写
実
性
の
み
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
通
じ

る
。（

二
）
仏
僧
の
遺
影
の
表
象
と
臨
終
時
の
姿

で
は
、
霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像
は
亡
僧
の
ど
の
よ
う

な
姿
を
表
象
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ダ
メ
ク
氏
は
諸
像
に
念
仏
や
懺
悔
の

姿
、
ま
た
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
に
つ
い
て
は
写
経
の
よ
う
な
筆
写
の
姿
を

想
定
し
、
こ
れ
ら
は
亡
僧
の
生
前
の
修
行
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
す
る
）
45
（

。

し
か
し
、
修
行
の
様
子
に
つ
い
て
は
措
く
に
せ
よ
、
写
経
に
際
し
て
元
来
は
安

座
具
で
あ
る
凭
几
が
用
い
ら
れ
た
か
は
疑
問
で
、
こ
の
説
に
は
同
意
し
か
ね
る
。

凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
に
つ
い
て
、
筆
者
の
前
稿
で
は
後
漢
以
来
の
墓
主

像
の
よ
う
な
凭
几
を
と
も
な
う
人
物
像
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
こ
う
し
た
形
式
が

仏
僧
の
肖
像
、
特
に
遺
影
の
定
型
表
現
と
し
て
隋
唐
以
前
か
ら
通
行
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
た
。
ま
た
、
文
献
史
料
か
ら
仏
僧
が
講
説
、
あ
る
い
は
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臨
終
時
の
念
仏
に
際
し
て
凭
几
を
用
い
た
例
が
知
ら
れ
た
た
め
、
霊
泉
寺
塔
林

の
諸
像
に
は
亡
僧
の
生
前
に
お
け
る
こ
う
し
た
姿
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
み
た
。
俗
人
の
墓
中
に
副
葬
さ
れ
た
凭
几
が
墓
主
の
霊
魂
の
依
り
代

と
み
な
さ
れ
て
い
た
事
例
も
踏
ま
え
る
と
、
こ
う
し
た
形
式
の
仏
僧
像
に
は
亡

僧
の
生
前
の
姿
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
霊
魂
が
凭
几
の
も
と
へ
顕
現
す
る
様
子
も

重
ね
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
霊
泉
寺
塔
林
に
現
存
す
る
仏
僧
像
の
七
割
近
く
を
占
め
る
ほ
ど
凭
几

を
と
も
な
う
形
式
が
盛
行
し
た
背
景
や
、
凭
几
を
と
も
な
わ
な
い
仏
僧
像
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
も
残
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
凭
几
を
と

も
な
う
仏
僧
像
に
つ
い
て
再
考
し
つ
つ
、
当
地
の
仏
僧
の
遺
影
全
般
に
通
底
す

る
表
象
は
何
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
。

こ
の
と
き
筆
者
が
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
仏
僧
像
と
亡
僧
の
臨
終
時
の

姿
の
関
係
で
あ
る
。前
掲
銘
文
諸
例
の
う
ち
、臨
終
時
の
様
子
に
つ
い
て
は
「
結

跏
す
る
こ
と
端
儼
に
し
て
、
泯
然
と
し
て
遷
化
す
」（
銘
文
一
）、「
端
拱
し
蛻

生
す
」（
銘
文
五
）、「
端
拱
し
て
厭
生
し
、
奄
然
と
し
て
遷
識
す
」（
銘
文
六
）

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
僧
は
坐
死
し
た
と
さ
れ
る
。
端
拱
と
は
端
坐
し
て
拱
手
し

た
、
威
儀
を
正
し
た
坐
勢
を
指
す
。
ま
た
、
玄
林
禅
師
塔
の
玄
林
は
「
神
道
碑
」

に
よ
れ
ば
天
宝
五
載
（
七
四
六
）
一
二
月
一
〇
日
、
僧
務
の
た
め
赴
い
た
先
で

首
を
西
方
へ
め
ぐ
ら
し
、「
端
座
如
定
、
不
疾
而
化
（
端
座
す
る
こ
と
定
の
如
く
、

疾や

ま
ず
し
て
化
す
）」
と
い
う
。
こ
れ
ら
亡
僧
の
遺
体
に
は
し
ば
し
ば
奇
瑞
も

生
じ
た
ら
し
く
、﹇
銘
文
一
﹈
に
は
霊
琛
の
遺
体
が
足
先
か
ら
冷
た
く
な
り
頭

頂
部
と
臑
は
死
後
も
暖
か
く
、
経
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
相
を
示
す
も
の
は
来
世

に
勝
処
へ
生
ま
れ
る
、
と
あ
る
）
46
（

。

僧
伝
史
料
に
は
僧
の
臨
終
前
後
の
様
子
や
そ
の
と
き
生
じ
た
奇
瑞
が
詳
述
さ

れ
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
は
臨
終
前
後
の
様
相
が
彼
ら
の
得
道
、
往
生
、
感

果
の
証
左
と
考
え
ら
れ
た
た
め
だ
っ
た
）
47
（

。
数
例
と
は
い
え
、
霊
泉
寺
塔
林
に
葬

ら
れ
た
亡
僧
た
ち
が
坐
死
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
併
せ
て
そ
れ
ら
が
「
端
拱
し

て
（
威
儀
を
正
し
て
）」、「
奄
然
と
し
て
（
た
ち
ま
ち
）」、「
定
の
如
く
（
禅
定

に
入
る
か
の
如
く
）」、「
疾
ま
ず
し
て
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に

遺
体
に
何
ら
か
の
奇
瑞
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
諸
々
の
僧
伝
に
頻
出
す
る

内
容
と
も
共
通
す
る
。
霊
泉
寺
塔
林
で
も
、
真
偽
は
措
く
に
せ
よ
こ
う
し
た
事

象
が
理
想
的
な
臨
終
と
し
て
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

右
の
よ
う
な
亡
僧
の
臨
終
の
諸
相
の
う
ち
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
坐
死
と

凭
几
の
関
わ
り
で
あ
る
。
前
稿
で
は
仏
僧
に
よ
る
凭
几
の
用
法
を
検
討
す
る
中

で
、
法
席
を
終
え
た
直
後
に
端
座
し
て
威
儀
を
正
し
、
凭
几
に
も
た
れ
て
卒
し

た
竺
道
生
（『
高
僧
伝
』
巻
七
）
や
、
凭
几
に
も
た
れ
て
西
方
を
向
き
阿
弥
陀

念
仏
を
唱
え
、
端
座
し
て
入
寂
し
た
鑑
真
の
弟
子
、
祥
彦
（『
唐
大
和
上
東
征

伝
』）
の
例
を
挙
げ
た
。
筆
者
は
竺
道
生
の
例
を
仏
僧
の
講
説
に
凭
几
が
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
し
た
が
、
両
例
は
凭
几
を
と
も
な
う
坐
死
と
い
う

点
で
も
共
通
し
て
い
た
。
ま
た
、
前
稿
の
上
梓
後
、
凭
几
に
も
た
れ
て
遷
化
し

た
仏
僧
と
し
て
荊
州
陟
屺
寺
の
玄
覧
）
48
（

（
？
〜
七
七
九
頃
）、
台
州
国
清
寺
の
湛

然
）
49
（

（
七
一
一
〜
七
八
二
）
の
事
例
が
確
認
で
き
た
。

さ
ら
に
、
井
上
一
稔
氏
）
50
（

が
注
意
す
る
と
お
り
鑑
真
（
六
八
七
〜
七
六
三
）
も

凭
几
に
も
た
れ
て
臨
終
し
た
と
さ
れ
る
。
弟
子
の
思
託
が
撰
述
し
た
『
延
暦
僧
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録
』
巻
一
釈
鑑
真
伝
に
は
、
鑑
真
が
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
五
月
六
日
に

「
隠
几
端
坐
、

焉
而
化
。
容
彩
儼
然
猶
生
、
情
霊
帰
乎
遷
寂
）
51
（

（〔
凭
〕
几
に
も

た
れ
端
座
し
、
ひ
っ
そ
り
と
遷
化
し
た
。
そ
の
風
貌
は
厳
然
と
し
て
生
き
て
い

る
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
霊
魂
は
涅
槃
へ
と
帰
し
た
）」
と
あ
り
、
鑑
真
が
凭

几
に
も
た
れ
て
遷
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
は
、

是
歳
五
月
六
日
、
結
跏
趺
座
面
西
化
。
春
秋
七
十
六
。
化
後
三
日
頂
上
猶

煖
、
由
是
久
不
殯
殮
。
至
於
闍
維
香
気
満
山
。
平
生
嘗
謂
僧
思
託
言
、
我

若
終
已
、
願
坐
死
。（
中
略
）
千
臂
経
云
、
臨
終
端
坐
如
入
禅
定
、
当
知

此
人
已
入
初
地
）
52
（

。

と
あ
り
、
西
を
向
き
結
跏
趺
坐
し
て
遷
化
し
た
鑑
真
は
生
前
よ
り
坐
死
を
望

ん
で
い
た
こ
と
、
遺
体
や
火
葬
時
に
奇
瑞
が
生
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら

に
『
千
臂
経
』（
智
通
訳
『
千
眼
千
臂
観
世
音
菩
薩
陀
羅
尼
神
呪
経
』
ま
た
は

菩
提
流
支
訳
『
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
姥
陀
羅
尼
身
経
』）
の
「
臨
終
の
と
き

端
坐
し
て
禅
定
に
入
る
か
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
人
は
す
で
に
〔
十

地
の
う
ち
〕
初
地
に
入
っ
て
い
る
」
と
い
う
説
を
典
拠
と
し
て
、
鑑
真
の
坐
死

は
彼
が
初
地
の
菩
薩
と
な
っ
た
こ
と
の
証
と
し
て
い
る
。
鑑
真
の
坐
死
に
関
す

る
『
延
暦
僧
録
』
と
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
記
述
は
矛
盾
せ
ず
、
鑑
真
が
凭

几
に
も
た
れ
て
遷
化
し
た
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

鑑
真
の
坐
死
は
唐
招
提
寺
の
鑑
真
和
上
像
の
制
作
時
期
や
経
緯
を
め
ぐ
る
議

論
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
が
）
53
（

、
生
前
よ
り
坐
死
を
望
ん
で
い
た
鑑
真
が

凭
几
に
も
た
れ
て
遷
化
し
た
こ
と
、
前
掲
の
祥
彦
の
死
に
際
し
て
凭
几
を
持
っ

て
来
さ
せ
た
の
が
師
の
鑑
真
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
井
上
氏
も
示
唆
す
る
よ
う
に

坐
死
に
際
し
て
身
体
を
も
た
れ
る
た
め
に
凭
几
が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
た
可
能

性
が
あ
る
）
54
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
霊
泉
寺
塔
林
の
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像
の
多
く
が
凭
几
を

と
も
な
い
、
銘
文
中
に
し
ば
し
ば
彼
ら
の
坐
死
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
凭
几
と
坐
死
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
諸
像
は
彼
ら
の
凭
几
を

と
も
な
う
坐
死
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と

も
、
諸
僧
の
坐
死
の
真
偽
は
定
か
で
な
く
、
銘
文
の
記
載
や
遺
影
の
像
容
に
は

墓
塔
龕
の
開
鑿
主
体
に
よ
る
相
当
程
度
の
願
望
や
理
想
化
も
含
ま
れ
て
い
た
だ

ろ
う
。
霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
は
、
特
に
そ
れ
が
当

地
の
出
家
者
の
理
想
と
さ
れ
た
坐
死
の
姿
の
定
型
で
あ
っ
た
た
め
に
盛
行
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
数
珠
を
執
る
念
仏
と
思
し
き
姿
（
前
掲
図
４
）、
合
掌
（
図
19
）、

禅
定
（
図
20
）
な
ど
の
凭
几
を
と
も
な
わ
な
い
仏
僧
像
も
臨
終
時
の
姿
の
表
象

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
玄
林
禅
師
塔
の
場
合
、「
神
道
碑
」
に
よ
れ
ば
、

玄
林
の
死
後
一
週
間
を
経
て
そ
の
遺
体
を
霊
泉
寺
へ
遷
し
た
と
こ
ろ
「
禅
師
真

身
、
忽
然
流
汗
（
禅
師
の
真
身
、
忽
然
と
し
て
流
汗
す
）」
と
い
う
霊
相
が
あ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
の
天
宝
八
載
（
七
四
九
）
二
月
一
五
日
に
「
即
身
塔

於
寺
之
西
北
隅
以
安
神
也
（
身
塔
を
寺
の
西
北
隅
に
即お

き
、
以
て
神
を
安
ん
ず

る
な
り
）」
と
い
う
。「
神
道
碑
」
に
玄
林
の
葬
法
に
関
す
る
言
及
は
な
い
が
、

遷
化
か
ら
起
塔
ま
で
の
期
間
を
踏
ま
え
る
な
ら
林
葬
あ
る
い
は
林
葬
後
の
火
葬

だ
ろ
う
。
第
一
章
の
と
お
り
玄
林
像
は
禅
定
相
を
あ
ら
わ
す
と
み
ら
れ
、
本
像
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が
当
初
の
像
容
を
伝
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
禅
定
に
入
る
が
如
く
端
座

し
て
遷
化
し
た
玄
林
の
臨
終
時
の
姿
と
解
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
霊
泉
寺
塔
林
の
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像
は
単
な
る
生
前
の
姿

で
な
く
、
臨
終
時
の
姿
の
表
象
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
前
節
で
触
れ
た
銘

文
中
の
「
神
儀
」
や
「
霊
儀
」
も
、
あ
る
い
は
亡
僧
の
臨
終
時
の
神
々
し
く
、

霊
妙
な
姿
を
含
意
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
仏
の
真
容
と
相
似
す
る

形
像
を
媒
介
と
し
て
こ
そ
仏
と
衆
生
の
交
感
が
可
能
に
な
る
」
と
い
う
感
応
思

想
を
霊
泉
寺
塔
林
の
仏
僧
像
へ
敷
衍
す
る
な
ら
、
臨
終
時
の
姿
こ
そ
遺
影
と
し

て
の
諸
像
が
亡
僧
と
相
似
す
る
形
像
と
し
て
具
備
し
て
い
る
べ
き
特
徴
だ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

な
お
、
前
稿
で
は
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
墓
塔
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
凭
几
を
と
も

な
う
仏
僧
像
の
例
と
し
て
唐
代
の
僧
伽
と
法
欽
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
臨
終
に
つ

い
て
僧
伽
は
「
端
坐
棄
代
）
55
（

」（『
文
苑
英
華
』
巻
八
五
八
所
収
「
大
唐
泗
州
臨
淮

県
普
光
王
寺
碑
」）
と
あ
り
、
坐
死
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
凭
几
を
と
も
な
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
法
欽
は
「
説
法
而
長
逝
）
56
（

」（『
宋
高
僧
伝
』
巻

九
法
欽
伝
）
と
あ
り
説
法
の
後
に
遷
化
し
た
と
さ
れ
る
が
、
前
稿
で
論
じ
た
と

お
り
凭
几
は
講
説
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
墓
塔
に
お
け
る
僧
伽

像
と
法
欽
像
が
凭
几
を
と
も
な
っ
て
い
た
の
は
、
臨
終
時
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た

も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
も
推
測
で
き
る
。

た
だ
し
僧
伽
の
場
合
、
墓
塔
に
安
置
さ
れ
た
の
は
遺
影
と
し
て
の
肖
像
で
は

な
く
、
遺
体
そ
の
も
の
で
あ
る
加
漆
肉
身
像
だ
っ
た
。
小
杉
一
雄
氏
は
こ
う
し

た
墓
塔
に
安
置
さ
れ
た
加
漆
肉
身
像
を
、
埋
葬
さ
れ
る
べ
き
遺
体
と
顕
示
さ
れ

る
べ
き
遺
影
を
兼
ね
た
肖
像
化
さ
れ
た
遺
骸
と
解
し
て
い
る
が
）
57
（

、
霊
泉
寺
塔
林

の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
墓
塔
に
お
け
る
遺
影
と
加
漆
肉
身
像
は
亡
僧
の
臨
終

時
の
姿
を
あ
ら
わ
し
、
留
め
残
そ
う
と
す
る
制
作
原
理
が
共
通
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
互
換
性
を
持
ち
得
た
と
い
え
る
。

図19　聖道寺故大比丘尼那延法師灰身塔
（嵐峰山区44号龕）貞観22年（648）

図20　故比丘□登枝提塔
（宝山区61号龕）開皇９年（589）
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結

語

以
上
、
本
稿
で
は
霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
仏
僧
の
遺
影
の
制
作
原
理
に
関
わ

る
諸
問
題
を
論
じ
た
。
ま
ず
、
墓
塔
龕
に
お
け
る
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像
を
概

観
し
（
第
一
章
）、
併
せ
て
当
地
に
お
け
る
葬
法
と
三
階
教
の
関
係
、
遺
骨
・

遺
灰
の
埋
納
箇
所
に
つ
い
て
指
摘
し
た
（
第
二
章
）。
遺
影
と
し
て
の
仏
僧
像

に
肖
似
性
や
写
実
性
が
追
究
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
も
の
の
諸
像
に
は
感
応
思

想
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
え
、
そ
れ
ら
は
亡
僧
の
遺
骨
や
遺
灰
を
納
め
た
墓
塔

龕
に
制
作
・
安
置
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
遺
影
と
し
て
の
肖
像
性
を
付
与

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
第
三
章
（
一
））。
ま
た
、
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
の

再
検
討
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
遺
影
が
亡
僧
の
理
想
化
さ
れ
た
臨
終
時
の
姿
の
表

象
だ
っ
た
可
能
性
を
示
す
と
共
に
、
そ
れ
が
加
漆
肉
身
像
の
制
作
原
理
と
も
共

通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
第
三
章
（
二
））。
仏
僧
の
肖
像
制
作
に
お
い
て
、

生
前
の
修
行
や
講
説
の
姿
の
み
な
ら
ず
、
臨
終
時
の
姿
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る

志
向
も
存
在
し
た
こ
と
は
、
改
め
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

次
な
る
検
討
課
題
は
中
国
に
お
け
る
仏
僧
の
肖
像
と
墓
葬
の
関
係
史
に
霊
泉

寺
塔
林
が
占
め
る
位
置
づ
け
だ
が
、
最
後
に
そ
の
展
望
を
示
し
て
お
く
。
本
稿

で
論
じ
た
の
は
霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
遺
影
自
体
の
制
作
原
理
だ
が
、
一
方
で

当
地
の
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
龕
の
開
鑿
が
い
か
な
る
根
拠
や
背
景
の
も
と
に

行
な
わ
れ
た
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
筆
者
は
霊
泉
寺
塔
林
の
場
合
、
当
寺
の

霊
裕
や
『
四
分
律
』
教
学
と
の
密
接
な
関
係
を
背
景
に
、
こ
う
し
た
営
為
自
体

は
元
来
『
四
分
律
』
巻
五
二
雑
犍
度
之
二
に
お
け
る
遺
影
を
と
も
な
う
声
聞
塔

の
建
立
に
関
す
る
説
）
58
（

を
根
拠
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
隋
唐
時
代
に
霊
裕
の
法
滅

意
識
と
結
び
つ
い
て
盛
行
し
た
と
考
え
る
。

ま
た
、
第
一
章
の
と
お
り
仏
僧
の
遺
影
を
と
も
な
う
墓
塔
建
立
の
事
例
は
文

献
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
南
北
朝
時
代
が
北
魏
・
平
城
の
恵
始
一
件
の
み
で
、
初

唐
に
至
っ
て
よ
う
や
く
長
安
・
洛
陽
や
江
南
地
域
の
事
例
を
見
出
せ
る
。
よ
っ

て
他
地
域
と
比
べ
た
と
き
、
こ
う
し
た
営
為
が
隋
（
あ
る
い
は
北
斉
）
〜
唐
代

に
か
け
て
連
綿
と
行
な
わ
れ
て
い
た
霊
泉
寺
に
先
進
性
が
認
め
ら
れ
る
点
も
注

意
さ
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。

注

（
1
）
霊
泉
寺
塔
林
に
は
本
稿
で
扱
う
隋
唐
時
代
の
墓
塔
龕
の
ほ
か
、
摩
崖
線
刻
仏
、
摩
崖

仏
龕
、
北
宋
時
代
の
碑
形
龕
な
ど
も
現
存
し
、
万
仏
溝
と
も
称
さ
れ
る
。
河
南
省
古
代

建
築
保
護
研
究
所
『
宝
山
霊
泉
寺
』（
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
は
大
住
聖
窟
、

大
留
聖
窟
を
含
む
宝
山
区
一
二
〇
龕
、
嵐
峰
山
区
八
九
龕
の
合
計
二
〇
九
龕
を
挙
げ
る
。

（
2
）
稲
葉
秀
朗
「
安
陽
霊
泉
寺
塔
林
に
お
け
る
「
凭
几
を
と
も
な
う
仏
僧
像
」
の
意
義
」

（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
六
六
輯
、
二
〇
二
一
年
）。
以
下
、
前
稿
。

（
3
）
齋
藤
龍
一
「
中
国
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
維
摩
像
の
展
開
と
地
域
性
│
│
道
教
像
と

の
図
像
的
関
連
に
注
目
し
て
│
│
」（『
仏
教
芸
術
』
六
号
、
二
〇
二
一
年
）。
筆
者
の

前
稿
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
刊
行
に
つ
き
言
及
で
き
な
か
っ
た
。

（
4
）
西
谷
功
「
祖
師
像
と
宋
代
仏
教
儀
礼
│
│
礼
讃
文
儀
礼
を
視
座
と
し
て
│
│
」（
板

倉
聖
哲
編
『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集
東
ア
ジ
ア
Ⅳ
南
宋
・
大
理
・
金
』
中
央
公
論
美

術
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
四
一
五
〜
四
二
〇
頁
。
こ
ち
ら
も
刊
行
時
期
の
関
係
で
言
及

で
き
な
か
っ
た
。

（
5
）
井
手
誠
之
輔
「
唐
絵
と
し
て
の
渡
来
絵
画
」（『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
二
六
、
二
〇
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一
二
年
）
一
一
七
〜
一
一
八
頁
。

（
6
）
こ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
は
以
下
の
先
行
研
究
を
参
照
。
小
杉
一
雄
『
中
国
仏
教
美

術
史
の
研
究
』「
第
三
部
第
一
章
肉
身
像
、
加
漆
肉
身
像
、
遺
灰
像
」（
新
樹
社
、
一

九
八
〇
年
。
初
出
一
九
三
六
年
）。
小
林
太
市
郎
「
高
僧
崇
拝
と
肖
像
の
芸
術
│
隋
唐

高
僧
像
序
論
│
」（『
佛
敎
藝
術
』
二
三
、
一
九
五
四
年
）。
稲
本
泰
生
「
唐
代
に
お
け

る
高
僧
像
の
制
作
と
鑑
真
和
上
像
前
史
│
│
八
世
紀
初
頭
を
中
心
に
│
│
」（
肥
田
路

美
編
『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集
東
ア
ジ
ア
Ⅱ
隋
・
唐
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇

一
九
年
）。
井
上
一
稔
「
鑑
真
和
上
像
再
考
」（『
仏
教
文
学
』
四
三
号
、
二
〇
一
八
年
）。

鄭
弌
『
中
古
敦
煌
邈
真
論
稿
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
7
）W

endi L. A
dam

ek, 
“M

eeting the Inhabitants of the N
ecropolis at 

Baoshan ”, Journal of Chinese Buddhist Studies, V
ol.29, 2016.

（
8
）
孫
雯
「
文
本
与
図
像
的
仏
教
身
份
双
重
構
建
│
│
以
安
陽
宝
山
霊
泉
寺
唐
代
初
期
的

塔
銘
与
墓
塔
為
例
」（『
唐
都
学
刊
』
三
五
巻
二
期
、
二
〇
一
九
年
）。

（
9
）
大
内
文
雄
『
南
北
朝
隋
唐
期
仏
教
史
研
究
』「
第
二
篇
第
八
章
隋
唐
時
代
の
宝
山
霊

泉
寺
│
宝
山
霊
泉
寺
石
窟
塔
銘
の
研
究
│
」（
法
藏
館
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
一
九
九

七
年
）
四
〇
四
頁
。

（
10
）
墓
塔
龕
の
型
式
を
論
じ
た
先
行
研
究
に
は
以
下
が
あ
る
。
李
光
安
「
安
陽
宝
山
霊
泉

寺
摩
崖
龕
窟
建
築
装
飾
探
求
」（『
装
飾
』
二
三
六
期
、
二
〇
一
二
年
）。
高
歌
「
宝
山

霊
泉
寺
墓
龕
形
象
浅
析
」（『
玉
林
師
範
学
院
学
報
（
哲
学
社
会
）』
三
八
巻
四
期
、
二

〇
一
七
年
）。

（
11
）
霊
泉
寺
塔
林
に
は
弥
勒
像
が
彫
出
さ
れ
た
大
徳
智
法
師
像
塔
（
宝
山
区
六
四
号
龕
）

の
よ
う
に
、
墓
塔
龕
と
し
て
開
鑿
さ
れ
た
仏
龕
も
少
数
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
内
部
に

像
が
現
存
し
な
い
龕
に
当
初
存
在
し
た
の
が
遺
影
な
の
か
仏
像
な
の
か
判
断
し
難
い
が
、

仏
像
を
と
も
な
う
龕
は
奥
壁
に
光
背
が
彫
出
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
有
無
を
基
準
に
計
上

し
た
。
ま
た
、
本
稿
で
は
遺
影
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
墓
塔
龕
を
考
察
対
象
と
す
る
た
め
仏

龕
は
扱
わ
な
い
。

（
12
）
こ
の
う
ち
宝
山
区
一
〇
六
、
一
〇
八
、
一
〇
九
、
一
一
〇
号
龕
お
よ
び
嵐
峰
山
区
五

四
、
六
六
、
六
八
号
龕
は
人
物
像
が
現
存
し
な
い
が
題
記
か
ら
僧
尼
の
墓
塔
龕
と
知
ら

れ
る
。
ま
た
、
嵐
峰
山
区
六
四
号
龕
の
み
龕
内
に
仏
僧
像
と
俗
人
像
が
並
置
さ
れ
て
い

る
が
、
仏
僧
の
墓
塔
と
し
て
計
上
し
た
。

（
13
）
前
掲
注（
9
）大
内
氏
論
文
四
〇
五
頁
。

（
14
）
た
だ
し
、
嵐
峰
山
区
四
三
号
龕
の
み
右
脇
侍
と
し
て
仏
僧
の
立
像
を
と
も
な
う
。

（
15
）
以
下
の
銘
文
の
う
ち
、﹇
銘
文
一
﹈
は
『
八
瓊
室
金
石
補
正
』
巻
二
九
所
収
（『
石
刻

史
料
新
編
一
般
類
（
六
）』
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
七
七
年
、
四
四
六
九
頁
）、﹇
銘

文
二
〜
六
﹈
は
前
掲
注（
9
）大
内
氏
論
文
「
附
宝
山
霊
泉
寺
石
窟
塔
銘
│
釈
文
・
訓

読
・
拓
影
│
」、﹇
銘
文
七
﹈
は
「
唐
代
墓
志
銘
数
庫
」
所
収
の
「
霊
泉
寺
僧
残
塔
銘
」

（http://inscription.ancientbooks.cn/docShike/shikeRead.jspx?id=1472890

&
lidId=5 

最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年
八
月
二
〇
日
）
に
拠
っ
た
。
い
ず
れ
も
適
宜
句

読
点
を
付
加
あ
る
い
は
改
め
、
判
読
不
明
の
文
字
は
□
に
て
示
す
。
ま
た
、
訓
読
は
前

掲
注（
９

）大
内
氏
論
文
を
参
照
し
た
。

（
16
）
『
大
正
蔵
』
巻
五
三
、
五
七
九
頁
ｃ
〜
五
八
〇
頁
ａ
。

（
17
）
『
魏
書
』
釈
老
志
「
惠
始
冢
上
、
立
石
精
舍
、
図
其
形
像
」（『
魏
書
』
第
八
冊
、
中

華
書
局
、
一
九
七
四
年
、
三
〇
三
三
頁
）。

（
18
）
『
続
高
僧
伝
』
巻
一
三
釈
曇
蔵
伝
「
詔
葬
郊
西
厳
村
。
起
塔
図
形
」（『
大
正
蔵
』
巻

五
〇
、
五
二
六
頁
ａ
）。

（
19
）
『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
四
道
宣
伝
「
其
後
樹
塔
三
所
。
高
宗
下
詔
令
崇
飾
図
写
宣
之
真
。

相
匠
韓
伯
通
塑
繢
之
」（『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
七
九
一
頁
ａ
）。

（
20
）
「
大
唐
泗
州
臨
淮
県
普
光
王
寺
碑
」（『
文
苑
英
華
』
巻
八
五
八
所
収
）、『
宋
高
僧
伝
』

巻
一
八
僧
伽
伝
な
ど
。
た
だ
し
墓
塔
へ
安
置
さ
れ
た
の
は
遺
体
そ
の
も
の
で
あ
る
加
漆

肉
身
像
だ
っ
た
。

（
21
）
『
曹
渓
大
師
伝
』、『
六
祖
壇
経
』、『
宋
高
僧
伝
』
巻
八
慧
能
伝
な
ど
。
こ
ち
ら
も
前

掲
注（
20
）と
同
様
、
加
漆
肉
身
像
だ
っ
た
。

（
22
）
『
不
空
三
蔵
行
状
』「
祖
師
示
疾
而
終
。（
中
略
）
影
塔
既
成
。
以
先
奉
先
師
遺
言
」

（『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
二
九
二
頁
ｃ
）。

（
23
）
『
宋
高
僧
伝
』
巻
九
法
欽
伝
「
以
全
身
起
塔
于
龍
興
浄
院
。（
中
略
）
今
塔
中
塑
師
之

貌
凭
几
猶
生
焉
」（『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
七
六
四
頁
ｃ
〜
七
六
五
頁
ａ
）。
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（
24
）
恵
勝
「
恩
賜
錦
綵
縑
緗
共
四
十
匹
謝
表
一
首
并
答
」（『
不
空
三
蔵
表
制
集
』
巻
六
所

収
）「
便
以
所
賜
啓
献
先
師
遺
身
影
塔
」（『
大
正
蔵
』
巻
五
二
、
八
五
八
頁
ａ
）。

（
25
）
常
盤
大
定
・
関
野
貞
『
支
那
文
化
史
蹟
解
説
第
五
巻
』「
河
南
宝
山
」（
法
藏
館
、

一
九
三
九
年
）
七
四
〜
七
五
頁
。

（
26
）
前
掲
注（
9
）大
内
氏
論
文
四
五
一
〜
四
五
六
頁
、
拓
本
一
二
│
一
、
二
。

（
27
）
前
掲
注（
1
）『
宝
山
霊
泉
寺
』
七
六
頁
、
図
版
一
八
六
。

（
28
）
劉
淑
芬
『
中
古
的
仏
教
与
社
会
』「
林
葬
│
│
中
古
仏
教
露
屍
葬
研
究
之
一
」
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
二
一
七
頁
、
二
三
二
〜
二
三
六
頁
。

（
29
）
三
階
教
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』（
岩
波
書
店
、

一
九
二
七
年
）。
西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）。
前
掲
注

（
28
）劉
氏
論
文
。

（
30
）
常
盤
大
定
『
支
那
仏
教
の
研
究
第
一
』「
六
隋
の
霊
裕
と
三
階
教
の
七
階
仏
名
」

（
名
著
普
及
會
、
一
九
七
九
年
。
初
出
一
九
二
七
年
）。

（
31
）
塚
本
善
隆
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
三
巻
中
国
中
世
仏
教
史
論
攷
』「
第
八
三
階
教

資
料
雑
記
」（
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
。
初
出
一
九
三
七
年
）
二
二
五
〜
二
三
一
頁
。

前
掲
注（
29
）西
本
氏
文
献
「
第
二
章
三
階
教
の
展
開
」
九
一
、
九
四
頁
。

（
32
）
前
掲
注（
28
）参
照
。

（
33
）
前
掲
注（
29
）西
本
氏
文
献
「
第
二
章
三
階
教
の
展
開
」
七
八
〜
八
〇
頁
。

（
34
）
牧
田
諦
亮
『
中
国
仏
教
史
研
究
第
一
』「
第
七
章
宝
山
寺
霊
裕
伝
」（
大
東
出
版
社
、

一
九
八
一
年
。
初
出
一
九
六
四
年
）
注
一
二
。

（
35
）
『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
四
八
九
頁
ｂ
。

（
36
）
前
掲
注（
25
）常
盤
ほ
か
文
献
六
九
頁
。

（
37
）
前
掲
注（
28
）劉
氏
論
文
二
三
八
〜
二
三
九
頁
。

（
38
）
前
掲
注（
7
）ア
ダ
メ
ク
氏
論
文
一
四
頁
。

（
39
）
根
立
研
介
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
を
参
照
。「
中
世
禅
宗
僧
侶
肖
像
彫
刻
の
造
像
に

関
す
る
研
究
」（『
鹿
島
美
術
研
究
（
年
報
第
一
二
号
別
冊
）』、
一
九
九
五
年
）、「
日
本

の
肖
像
彫
刻
と
遺
骨
崇
拝
」（『
死
生
学
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
40
）
前
掲
注（
8
）孫
氏
論
文
一
四
頁
。

（
41
）
前
掲
注（
7
）ア
ダ
メ
ク
氏
論
文
四
〇
頁
。

（
42
）
船
山
徹
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
│
劉
宋
・
南
斉
期
を
中
心
に
│
」

（『
東
方
學
報
（
京
都
）』
六
七
、
一
九
九
五
年
）。
長
岡
龍
作
「
仏
教
に
お
け
る
「
霊
験
」

│
│
仏
が
感
応
す
る
場
と
表
象
」（『
死
生
学
研
究
』
一
二
、
二
〇
〇
九
年
）。
倉
本
尚

徳
『
北
朝
仏
教
造
像
銘
研
究
』「
第
一
部
第
一
章
第
四
節
造
像
と
感
応
思
想
」（
法

藏
館
、
二
〇
一
六
年
）。
稲
葉
秀
朗
「
中
国
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
仏
像
と
感
応
│
「
阿

弥
陀
仏
五
十
菩
薩
像
」
縁
起
の
検
討
を
通
し
て
―
」（
肥
田
路
美
編
『
美
術
史
料
と
し

て
読
む
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
│
│
釈
読
と
研
究
│
│
（
十
）』
早
稲
田
大
学
大
学

院
東
洋
美
術
史
、
二
〇
一
七
年
）。

（
43
）
前
掲
注（
42
）倉
本
氏
論
文
。

（
44
）
村
田
み
お
「
仏
教
図
像
と
山
水
画
│
廬
山
慧
遠
「
仏
影
銘
」
と
宋
炳
「
画
山
水
序
」

を
め
ぐ
っ
て
│
」『
中
國
思
想
史
研
究
』
二
九
、
二
〇
〇
九
年
）。
ア
ダ
メ
ク
氏
論
文
二

八
〜
二
九
、
三
三
〜
三
五
頁
に
も
こ
れ
と
近
い
指
摘
が
あ
る
。

（
45
）
前
掲
注（
7
）ア
ダ
メ
ク
氏
論
文
二
三
頁
。

（
46
）
こ
う
し
た
奇
瑞
の
典
拠
に
つ
い
て
は
以
下
に
指
摘
が
あ
る
。
岡
本
天
晴
「
僧
伝
に
み

え
る
臨
終
の
前
後
」（『
日
本
佛
敎
學
會
年
報
』
四
六
号
、
一
九
八
一
年
）
四
五
一
〜
四

五
二
頁
。
船
山
徹
『
仏
教
の
聖
者
史
実
と
願
望
の
記
録
』「
第
八
章
「
異
香
、
室
に

満
つ
」」（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
九
年
。
初
出
二
〇
〇
八
年
）
一
四
六
〜
一
五
〇
頁
。

（
47
）
前
掲
注（
46
）岡
本
氏
、
船
山
氏
論
文
。

（
48
）
『
酉
陽
雑
俎
』
巻
一
二
語
資
「
隠
几
而
化
」（『
酉
陽
雑
俎
』
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
、

一
一
七
頁
）。

（
49
）
『
宋
高
僧
伝
』
巻
六
湛
然
伝
「
隠
几
泊
然
而
化
」（『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
七
三
九
頁
ｃ
）。

（
50
）
井
上
一
稔
「
鑑
真
和
上
像
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
化
史
学
』
五
五
号
、
一
九
九
九
年
）

二
六
〜
三
〇
頁
、
前
掲
注（
6
）井
上
氏
論
文
二
八
頁
。

（
51
）
藏
中
し
の
ぶ
『『
延
暦
僧
録
』
注
釈
』（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
）

一
七
頁
。

（
52
）
『
大
正
蔵
』
巻
五
一
、
九
九
四
頁
ｂ
。

（
53
）
鑑
真
和
上
像
を
め
ぐ
る
議
論
と
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
6
）稲
本
氏
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論
文
に
詳
し
い
。

（
54
）
前
掲
注（
50
）井
上
氏
一
九
九
九
年
論
文
二
七
頁
。

（
55
）
『
文
苑
英
華
（
十
一
）』（
華
文
書
局
、
一
九
六
五
年
）
五
四
〇
〇
頁
。

（
56
）
『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
七
六
四
頁
ｃ
。

（
57
）
前
掲
注（
6
）小
杉
氏
論
文
二
〇
九
頁
。
併
せ
て
前
掲
注（
21
）の
慧
能
の
事
例
も
想
起

さ
れ
る
。

（
58
）
『
四
分
律
』
巻
五
二
雑
犍
度
之
二

時
舎
利
弗
目
連
般
涅
槃
已
。
有
檀
越
作
如
是
言
。
若
世
尊
聴
我
等
為
其
起
塔
者
我

当
作
。
諸
比
丘
白
仏
。
仏
言
聴
作
。（
中
略
）
彼
欲
作
形
像
。
仏
言
聴
作
。（『
大

正
蔵
』
巻
二
二
、
九
五
六
頁
ｃ
〜
九
五
七
頁
ａ
）

﹇
図
版
出
典
﹈

図
１

河
南
省
古
代
建
築
保
護
研
究
所
『
宝
山
霊
泉
寺
』（
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一

年
）
図
版
九
六

図
４

同

図
版
一
〇
六

図
５

同

図
版
九
八

図
６

同

図
版
一
〇
五

図
７

同

図
版
一
六
一

図
８

同

図
版
一
六
三

図
９

同

図
版
一
六
四

図
10
ａ
、
ｂ

常
盤
大
定
・
関
野
貞
『
支
那
文
化
史
蹟
第
五
輯
』（
法
藏
館
、
一
九
三
九
年
）

図
版
六
五

図
15
ａ
、
ｂ
『
宝
山
霊
泉
寺
』
図
版
一
〇
八

図
16
ａ
、
ｂ

同

図
版
一
一
九

図
17
ａ
、
ｂ

同

図
版
一
二
二

図
18
ａ
、
ｂ

同

図
版
一
四
三

図
19

同

図
版
一
〇
四

図
20

同

図
版
一
四
六

※
記
載
の
な
い
も
の
は
筆
者
撮
影
（
二
〇
一
七
年
九
月
）




